
　三菱東京UFJ銀行　亀戸支店　普通３５３１３１８　名義：京葉物流株式会社

◆「口座振込」にてお支払いをご希望される場合の振込口座は以下の通りです。

◎お問合せ窓口
京葉物流株式会社

　（クレジットカード利用申込欄はご契約者様以外はお受けできませんので
お支払い者様はご契約者様になります。
ご契約者様記入欄は全てご本人様の直筆にてご記入下さい。

ご記入の前にプライベートBOXサービス約款を必ずお読みいただき、同意し

ご記入前に下記の説明をご一読下さい。

プライベートBOX賃貸借契約書ご記入にあたって

５．

４．
３．

２．

１．
◆ご記入上のご注意

ご注意下さい。）

た上でご記入下さい。

お客様各位

　　　０１２０－０８８－０８７（携帯電話からもご利用できます）

用紙は複写となっていますので、ご記入例をご参照の上、右上の日付と太線
内をボールペンで強くご記入下さい。

受付時間：平日９：００～１７：００

　（振込手数料はお客様負担でお願いいたします。）

プライベートBOX賃貸借契約書（弊社控え）②をご提出下さい。またプライベ

記載し、捺印した上でご返送いたしますので同封してください。

◆プライベートBOX賃貸借契約書（お客様控え）①は、ご契約終了まで保管下さい。

ートBOXご利用明細証（弊社郵送分）③はご利用内容が確定後、弊社記入欄を

◆プライベートBOX解約申込書（お客様控え）④はご解約時にご提出いただきます
　ので保管下さい。

◆別途、個人契約では「確認合意書」と「管理委託の登録事項（個人用）」を法人
　契約では「確認合意書」と「管理委託の登録事項（法人用）」または「トランク
　ルーム用保証委託申込書兼保証委託契約書」をご記入いただきます。

◆「預金口座自動引落」にてお支払いをご希望される場合は別途、預金口座振替
　依頼書をご記入いただきます。

早見表
（本紙）プライベートＢＯＸ賃貸借契約書（弊社控え）②
（本紙）プライベートＢＯＸご利用明細証（弊社郵送分）③ プライベートＢＯＸ解約申込書（お客様控え）④

プライベートＢＯＸ賃貸借契約書（お客様控え）①

公的証明書（ご本人様・保証人様）
（１）運転免許証の表面コピー（変更がある場合は裏面も）

（３）パスポートと住民票
（４）住民基本台帳カード（顔写真入）
各項目のいずれか

（２）健康保険証の表面裏面コピー

お
客
様
自
身
で
保
管
し
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く
も
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当
社
に
郵
送
し
て
い
た
だ
く
も
の

ケイヨウブツリュウ（カ

（本紙）プライベートＢＯＸご利用明細証（弊社郵送分）③
（本紙）プライベートＢＯＸ賃貸借契約書（弊社控え）②

公的証明書（法人・ご担当者様）
１）登記簿謄本（３ヵ月以内に取得したもの）
２）ご担当者様の身分証明書
　（免許証、会社発行の社員証明書等）

法人契約のみ

　　　　１枚目：申込人様控え
（別紙）トランクルーム用保証委託申込書兼保証委託契約書

個
人

法
人

（別紙）確認合意書及び管理委託の登録事項（個人用）

（別紙）
「トランクルーム用保証委託申込書兼保証委託契約書」
「確認合意書」と「管理委託の登録事項（法人用）」または



プライベートBOX賃貸借契約書（見本）

連
帯
保
証
人

の請求及び第三者からなる請求（直接的、間接的問わず）を御社に求めません。
③　私は商品・製品等を賃貸借スペースに収納した場合、万が一商品に何らかの損傷、ダメージ等が生じても理由の如何を問わず一切の損害

は異議なくこれに応じるか又はご自身の負担で追加分の収容品を引き取ることに同意します。
②　ご利用料金のお支払いを１ヶ月以上遅延または不履行した場合は、弊社がお客様の承諾なしに収容品を処分しても異議申立いたしません。

①　希望の拠点・サイズ・利用コンテナ数に基づいて利用申込したにもかかわらず、収容品　のサイズ・数量の都合上、追加コンテナが発生した場合

※　本申込書兼契約書の発送日より１０日以内にご返送頂けない場合は、申込キャンセルとさせていただくこともございますので予めご了承下さい。
※　入庫が確定次第、後日当社より「プライベートBOXご利用明細証③」を発行いたします。尚、１ヶ月を経ても届かない場合は、必ずご連絡ください。

※契約金額等の管理は『保証会社　日本セーフティー㈱または第三者機関』に委託される事に同意します。

　３ヶ月毎に請求書を郵送致します。到着後月末までに弊社指定口座にお振込下さい。尚、振込手数料はお客様ご負担で御願いします。
「口座振込」によるお支払

□VISA　　□MASTER　　□JCB　　□UC　　□DC　　□DINERS　　□AMEX

　下記及び「預金口座振替依頼書」に指定した口座から３ヶ月毎の２７日（休業日は翌営業日）に、３ヶ月分の契約金額が自動引落となります。
「預金口座自動引落」によるお支払

※上記クレジットカードは、私本人（申込者）の名義に間違いありません。
※クレジットカード利用に関しては、上記記載のクレジットカード会社の規約を遵守いたします。

　下記の「クレジットカード利用申込欄」にご記入いただいたクレジットカード会社の規約に従い、利用月毎のお支払となります。
「クレジットカード」によるお支払

西暦　　　　　年　　　月　　　日　～　西暦　　　　　年　　　月　　　日

弊社記入欄

利

用

内

容

□

□

重要事項の確認

□

支払方法

利用期間

利用場所

電話番号

有 効 期 限

番 号

名 義

会 社
ローマ字

０１２０－０８８－０８７
TEL：０４７－３１８－８２１７　　FAX：０４７－３２８－１８０１

〒２７２－０００２　千葉県市川市二俣新町１９番地
京葉物流株式会社

（携帯電話からもご利用できます）

年（year）

個／部屋

署名

月（month）

タイプ１

漢字

サイズ

（携帯電話等）
日中連絡用電話番号

×

印

収納品時価換算額

タイプ２
サイズ
×

個／部屋

円／コンテナ

府　県
都　道

府　県
都　道

府　県
都　道

私は、「プライベートBOXサービス約款」を承認の上、利用申込をいたします。

住 所

〒

フリガナ

〒
勤
務
先
住 所

名 前

住 所

電話番号

名 称

F A X 番 号
（お持ちの場合）

電 話 番 号

フリガナ

〒

ご契約者名

との関係
ご契約者様

※法人の方は必ずご記入下さい

市　郡
　区　

　区　
市　郡

　区　

　村　

　村　

F A X 番 号

印

区　町

暗 証 番 号

　村　

日中連絡用電話番号

E － m a i l

（携帯電話等）

区　町

市　郡

部課
印

区　町

※ビル・マンション名までご記入下さい

※ビル・マンション名までご記入下さい

※ビル・マンション名までご記入下さい

西暦　　　　　年　　　月　　　日

担当者 ※法人の方は必ずご記入下さい

　別紙「預金口座振替依頼書」に記入ご提出していただく必要があります。初回費用はお振込みになります。

弊　社　連　絡　先



私は、「プライベートBOXサービス約款」を承認の上、利用申込をいたします。 西暦　　　　　年　　　月　　　日

ご契約者名

住 所

電 話 番 号

（お持ちの場合）
F A X 番 号

電話番号

名 称

住 所

連
帯
保
証
人

勤
務
先

利

用

内

容

住 所

電話番号

名 前

F A X 番 号

（携帯電話等）

E － m a i l

日中連絡用電話番号

※法人の方は必ずご記入下さい※法人の方は必ずご記入下さい

〒 都　道
府　県

市　郡
　区　

区　町
　村　 ※ビル・マンション名までご記入下さい

※ビル・マンション名までご記入下さい　村　
区　町都　道

府　県 　区　
市　郡〒

フリガナ

フリガナ

※ビル・マンション名までご記入下さい　村　
区　町都　道

府　県
〒

　区　
市　郡

日中連絡用電話番号
（携帯電話等）

ご契約者様
との関係

利用場所

利用期間

支払方法

タイプ１ タイプ２
個／部屋サイズ サイズ 個／部屋

収納品時価換算額西暦　　　　　年　　　月　　　日　～　西暦　　　　　年　　　月　　　日

□

□

□

「クレジットカード」によるお支払
　下記の「クレジットカード利用申込欄」にご記入いただいたクレジットカード会社の規約に従い、利用月毎のお支払となります。

会 社

名 義

番 号

有 効 期 限 月（month） 年（year）

担当者部課

ローマ字 漢字

※クレジットカード利用に関しては、上記記載のクレジットカード会社の規約を遵守いたします。
※上記クレジットカードは、私本人（申込者）の名義に間違いありません。

「預金口座自動引落」によるお支払
　下記及び「預金口座振替依頼書」に指定した口座から３ヶ月毎の２７日（休業日は翌営業日）に、３ヶ月分の契約金額が自動引落となります。

□VISA　　□MASTER　　□JCB　　□UC　　□DC　　□DINERS　　□AMEX

「口座振込」によるお支払
　３ヶ月毎に請求書を郵送致します。到着後月末までに弊社指定口座にお振込下さい。尚、振込手数料はお客様ご負担で御願いします。

重要事項の確認
①　希望の拠点・サイズ・利用コンテナ数に基づいて利用申込したにもかかわらず、収容品　のサイズ・数量の都合上、追加コンテナが発生した場合
は異議なくこれに応じるか又はご自身の負担で追加分の収容品を引き取ることに同意します。

②　ご利用料金のお支払いを１ヶ月以上遅延または不履行した場合は、弊社がお客様の承諾なしに収容品を処分しても異議申立いたしません。

※　本申込書兼契約書の発送日より１０日以内にご返送頂けない場合は、申込キャンセルとさせていただくこともございますので予めご了承下さい。

署名

× ×

弊社記入欄

京葉物流株式会社

（携帯電話からもご利用できます）
〒２７２－０００２　千葉県市川市二俣新町１９番地

TEL：０４７－３１８－８２１７　　FAX：０４７－３２８－１８０１
０１２０－０８８－０８７

プライベートBOX賃貸借契約書（お客様控え）①

暗 証 番 号

※契約金額等の管理は『保証会社　日本セーフティー㈱または第三者機関』に委託される事に同意します。

円／テナ
コン

※　入庫が確定次第、後日当社より「プライベートBOXご利用明細証③」を発行いたします。尚、１ヶ月を経ても届かない場合は、必ずご連絡ください。

③　私は商品・製品等を賃貸借スペースに収納した場合、万が一商品に何らかの損傷、ダメージ等が生じても理由の如何を問わず一切の損害
の請求及び第三者からなる請求（直接的、間接的問わず）を御社に求めません。

　別紙「預金口座振替依頼書」に記入ご提出していただく必要があります。初回費用はお振込みになります。

弊　社　連　絡　先

②枚目に

致します
お願い
捺 印を

致します
お願い
捺 印を
②枚目に

致します
お願い
捺 印を
②枚目に

２００９．０６．５０



第
５
章
　
料
金
等

第
６
章
　
損
害
賠
償

当
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が
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す
る
コ
ン
テ
ナ
等
を
利
用
す
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契
約
者
に

向
け
て
行
う
サ
ー
ビ
ス
を
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い
ま
す
。

当
社
が
設
置
し
た
収
容
用
の
コ
ン
テ
ナ
ま
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は
こ
れ
に

類
す
る
も
の
。

当
社
が
指
定
す
る
手
続
き
に
よ
り
こ
の
約
款
を
承
諾
の

上
、
当
社
と
本
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
契
約
を
締
結
し
て
い

る
個
人
又
は
法
人
を
い
い
ま
す
。

本
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
生
じ
た
金
銭
債
務
並
び
に
収
容

品
の
引
取
義
務
を
契
約
者
と
連
帯
し
て
負
う
も
の
。

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
B
O
X
サ
ー
ビ
ス
約
款

第
１
章
　
総
則

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
B
O
X
サ
ー
ビ
ス

コ
ン
テ
ナ
等

連
帯
保
証
人

契
約
者

第
２
章
　
サ
ー
ビ
ス
内
容

第
３
章
　
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
契
約
等

第
４
章
　
利
用
停
止
等

第
７
章
　
保
険
金
規
定

第
８
章
　
雑
則

た
ん
す
、書
棚
、簡
易
ベ
ッ
ド
、じ
ゅ
う
た
ん
、台
所
用
品
、食
器
、そ
の
他
一
般
家
具
類

冷
暖
房
機
器
、音
響
機
器
、自
転
車
、そ
の
他
家
庭
用
機
器
類

運
動
用
具
、玩
具
、そ
の
他
の
楽
器
・
娯
楽
用
品
類

身
の
回
り
品
、衣
類
等

書
籍
等

複
写
機
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
機
器
及
び
周
辺
機
器
、キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
、金
庫
、そ
の
他
の
事
務
用

機
器
類

事
務
文
書
、帳
簿
、図
面
、そ
の
他
の
文
書
類

磁
気
テ
ー
プ
、磁
気
デ
ィ
ス
ク
、フ
ィ
ル
ム
、レ
コ
ー
ド
、そ
の
他
の
記
録
媒
体
類

そ
の
他
一
般
家
財
に
該
当
す
る
も
の

第
１
条
（
約
款
の
適
用
）

京
葉
物
流
株
式
会
社
（
以
下
、「
当
社
」
と
い
い
ま
す
。）
は
、
こ
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
B

O
X
サ
ー
ビ
ス
約
款
を
定
め
、
こ
れ
に
よ
り
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
B
O
X
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
、

「
本
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
い
ま
す
。）
を
提
供
し
ま
す
。

第
２
条
（
適
用
の
範
囲
）

本
約
款
は
、
本
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
よ
る
す
べ
て
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。
尚
、

デ
イ
リ
ー
ト
ラ
ン
ク
な
る
商
標
に
て
告
知
・
掲
示
さ
れ
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い

て
も
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。

第
３
条
（
用
語
の
定
義
）

こ
の
約
款
に
お
い
て
次
の
用
語
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
意
味
で
使
用
し
ま
す
。

第
４
条
（
約
款
の
変
更
）

当
社
は
、
こ
の
約
款
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
料
金
そ
の
他
の

提
供
条
件
は
、
変
更
後
の
約
款
に
よ
り
ま
す
。
但
し
、
本
約
款
の
変
更
後
の
詳
細
に

つ
い
て
は
、
当
社
W
E
B
サ
イ
ト
（
U
R
L
：
ht
tp：

／／
w
w
w
．p
ri
va
te
bo
x．
jp
ま
た
は

ht
tp：

／／
w
w
w
．d
ai
ly
－t
ru
nk
．c
om
）
に
掲
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
契
約
者
へ
通
知
し

た
も
の
と
し
ま
す
。

２
　
本
約
款
変
更
後
も
契
約
者
が
利
用
契
約
を
継
続
し
た
場
合
、変
更
後
の
約
款
に
つ

い
て
も
同
意
し
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。

第
５
条
（
サ
ー
ビ
ス
内
容
）

当
社
指
定
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
B
O
X
賃
貸
借
契
約
書
に
記
入
さ
れ
た
情
報
を
も
と
に
コ

ン
テ
ナ
等
の
ス
ペ
ー
ス
の
提
供
、
そ
の
他
付
随
サ
ー
ビ
ス
全
般
を
行
い
ま
す
。

２
　　
当
社
の
営
業
時
間
は
、
平
日
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
と
し
、
土
曜
日
、

日
曜
日
、
祝
祭
日
に
関
し
て
は
お
貸
し
出
し
す
る
コ
ン
テ
ナ
等
が
設
置
さ
れ
て
い
る

場
所
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、
夏
期
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
、
年
末
年
始

等
は
営
業
を
お
休
み
し
ま
す
。

３
　　
途
中
入
出
庫
さ
れ
る
場
合
は
前
営
業
日
の
午
後
３
時
ま
で
に
ご
連
絡
下
さ
い
。事

前
に
ご
連
絡
が
な
い
場
合
、
入
出
庫
が
で
き
ま
せ
ん
。

４
　　
詳
細
な
サ
ー
ビ
ス
内
容
に
つ
い
て
は
、
当
社
W
E
B
サ
イ
ト
ま
た
は
当
社
が
承
認

し
て
い
る
広
告
媒
体
等
に
表
示
さ
れ
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
内
容
に
基
づ
き
ま
す
。

５
　　
契
約
期
間
は
１
ヶ
月
単
位
と
し
、
契
約
日
に
関
わ
ら
ず
、
当
月
の
１
日
か
ら
末
日

ま
で
を
い
い
ま
す
。

【
コ
ン
テ
ナ
等
に
収
容
で
き
る
も
の
】

※
コ
ン
テ
ナ
の
収
納
品
は
禁
忌
品
、
危
険
品
、
貴
金
属
、
書
画
、
骨
と
う
、
毛
皮
、

高
級
衣
類
等
の
高
価
品
、
商
品
・
製
品
等
、
現
金
、
有
価
証
券
、
貴
重
な
書
類
、
生

物
、
腐
敗
し
や
す
い
物
、
汚
損
物
、
臭
気
物
、
又
は
盗
品
、
他
に
害
を
及
ぼ
す
恐
れ

の
あ
る
も
の
は
、
収
納
で
き
ま
せ
ん
。

第
６
条
（
契
約
の
単
位
）

原
則
と
し
て
本
約
款
、
第
７
条
に
定
め
る
契
約
で
き
る
者
の
条
件
を
充
足
す
る
１
コ
ン

テ
ナ
等
毎
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
B
O
X
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
ま
す
。
た
だ
し
双
方
、
特

段
の
事
情
が
あ
り
止
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

第
７
条
（
契
約
期
間
）

契
約
期
間
は
原
則
と
し
て
３
ヶ
月
と
し
ま
す
。
但
し
、
当
社
が
承
諾
し
た
場
合
は
こ

の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

２
　
ご
利
用
期
間
満
了
日
の
１
週
間
前
ま
で
に
解
約
の
意
思
表
示
が
な
い
場
合
は
契
約

書
記
載
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
、
以
後
も
同
様
と
し
ま
す
。

第
８
条
（
契
約
で
き
る
者
の
条
件
）

当
社
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
B
O
X
賃
貸
借
契
約
を
締
結
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
、
且
つ
当
社
社
内
審
査
の
通
っ
た
個
人
又
は
法
人
と
し
ま
す
。

①
日
本
国
籍
の
方

②
信
用
不
安
の
発
生
し
て
い
な
い
方

③
責
任
能
力
を
有
し
て
い
る
方

第
９
条
（
権
利
譲
渡
の
禁
止
）

契
約
者
は
、
本
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
権
利
を
第
三
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。

第
１０
条
（
契
約
申
込
の
方
法
）

本
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
申
込
を
す
る
時
は
、
当
社
に
対
し
て
所
定
の
書
面
に
よ
る
申
込

を
要
す
る
も
の
と
し
ま
す
。
但
し
、
当
社
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
確
認
す
る
場

合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

第
１１
条
（
契
約
申
込
の
承
諾
）

当
社
は
、
本
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
申
込
が
あ
っ
た
時
は
、
受
付
順
に
従
っ
て
承
諾
し
ま

す
。

２
　
当
社
は
前
項
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
次
の
場
合
に
は
、
本
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
申
込

を
承
諾
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
本
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
当
社
の
業
務
遂
行
上
著
し
い
支
障
が
あ
っ
た
場
合
。

②
本
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
申
込
を
し
た
者
が
そ
の
申
込
に
あ
た
り
虚
偽
の
内
容
を
記
載

し
た
契
約
書
を
提
出
し
た
場
合
。

③
そ
の
他
前
各
号
に
準
じ
る
場
合
で
当
社
が
適
当
で
は
な
い
と
判
断
し
た
場
合
。

３
　
前
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
当
社
が
直
接
的
、間
接
的
に
損
害
を
被
っ
た
場
合
は
、

そ
の
損
害
の
賠
償
を
請
求
し
ま
す
。

第
１２
条
（
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
B
O
X
－
ID
、
鍵
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
カ
ー
ド
）

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
B
O
X
－
ID
（
以
下
Ｉ
Ｄ
）
を
当
社
よ
り
発
行
す
る
事
が
ご
ざ
い
ま
す
。

又
、
ID
は
当
社
に
お
い
て
決
定
し
ま
す
。

２
　
当
社
は
、
修
理
及
び
復
旧
の
為
の
暫
定
措
置
の
場
合
の
ほ
か
、
技
術
上
及
び
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
上
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
ID
を
抹
消
等
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

３
　
ID
の
代
替
又
は
ID
に
加
え
て
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
カ
ー
ド
を
お
渡
し
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
鍵
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
カ
ー
ド
に
記
載
さ
れ
た
コ
ン
テ
ナ
N
o．
は
本
人
性
の

確
認
に
利
用
さ
せ
て
頂
く
場
合
も
あ
り
ま
す
。
尚
、
コ
ン
テ
ナ
N
o．
が
第
三
者
に
漏

洩
し
た
場
合
、
当
社
は
一
切
の
責
め
は
負
い
ま
せ
ん
。

第
１３
条
（
契
約
者
の
地
位
の
承
継
）

契
約
者
に
お
い
て
、
相
続
又
は
合
併
が
あ
っ
た
と
き
は
、
相
続
人
又
は
合
併
後
存
続

す
る
法
人
も
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
は
、
契
約
者
の
地
位
を
継
承
す

る
も
の
と
し
ま
す
。
ま
た
、
相
続
人
が
複
数
存
在
す
る
場
合
は
、
継
承
す
る
相
続
人

を
定
め
当
社
に
届
出
を
要
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

第
１４
条
（
契
約
者
の
登
録
内
容
の
変
更
）

契
約
者
は
、
氏
名
、
住
所
も
し
く
は
所
在
、
連
絡
先
ま
た
は
決
済
方
法
等
の
変
更
が

あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
こ
と
を
速
や
か
に
当
社
に
対
し
て
通
知
を
し
、
所
定
の
書
面

に
よ
る
届
出
を
要
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

２
　
前
項
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
社
は
、
そ
の
届
出
の
あ
っ
た
事
実
を
証
明
す

る
書
類
を
提
示
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

第
１５
条
（
契
約
者
が
行
う
契
約
の
解
除
）

契
約
者
が
本
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
時
は
、
当
社
に
対
し
て
所
定

の
書
面
に
よ
る
届
出
を
要
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

第
１６
条
（
当
社
が
行
う
契
約
の
解
除
）

当
社
は
、
第
１９
条
（
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
停
止
）
の
規
定
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を

停
止
さ
れ
た
契
約
者
が
そ
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
を
解
消
し
な
い
場
合
は
、
何
ら
の

通
告
、
催
告
な
し
に
当
社
は
契
約
を
解
除
し
ま
す
。

第
１７
条
（
契
約
者
の
都
合
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
停
止
）

契
約
者
は
、
不
慮
の
事
故
等
に
よ
り
鍵
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
カ
ー
ド
・
Ｉ
Ｄ
を
紛
失
・

破
損
・
失
念
な
ど
し
た
場
合
は
、
当
社
に
対
し
て
所
定
の
書
面
に
よ
る
届
出
を
要
す

る
も
の
と
し
ま
す
。
ま
た
、
同
時
に
サ
ー
ビ
ス
の
中
断
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

第
１８
条
（
当
社
の
都
合
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
停
止
）

当
社
は
、
次
の
場
合
に
は
、
す
べ
て
又
は
一
部
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
停
止
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

①
電
気
通
信
設
備
の
保
守
点
検
又
は
工
事
上
や
む
を
得
な
い
と
き
。

②
ス
ト
ラ
イ
キ
等
に
よ
る
業
務
停
止

③
個
人
情
報
・
顧
客
情
報
の
漏
洩
が
想
定
さ
れ
る
事
態
が
あ
っ
た
と
き
。

④
効
率
の
よ
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
為
や
む
を
得
な
い
場
合
、
そ
の
他
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
上
及
び
業
務
の
遂
行
上
や
む
を
得
な
い
事
態
が
あ
っ
た
と
き
。

２
　
当
社
は
、前
項
の
規
定
に
よ
り
本
サ
ー
ビ
ス
の
す
べ
て
又
は
一
部
の
提
供
を
停
止

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
契
約
者
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
但
し
、
緊
急
や
む
を
得

な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

３
　
当
社
は
、
自
然
災
害
等
、
予
期
で
き
な
い
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
本
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
を
停
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

第
１９
条
（
サ
ー
ビ
ス
提
供
停
止
）

当
社
は
次
の
場
合
に
お
い
て
本
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
停
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

①
本
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
者
が
、
本
約
款
に
違
反
し
た
と
き
。

②
本
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
著
し
く
妨
害
し
た
と
当
社
が
判
断
し
た
と
き
。

③
本
債
務
の
一
個
ま
た
は
一
部
で
も
そ
の
弁
済
を
遅
滞
し
た
と
き
。

④
銀
行
取
引
停
止
処
分
、
手
形
交
換
所
の
不
渡
処
分
を
受
け
、
ま
た
は
第
三
者
か
ら

保
全
処
分
、
強
制
執
行
、
競
売
の
申
立
を
受
け
、
破
産
、
民
事
再
生
、
会
社
更
生
、

特
別
清
算
の
申
立
を
し
、
ま
た
は
受
け
、
も
し
く
は
国
税
徴
収
法
ま
た
は
こ
れ
に
準

ず
る
公
租
公
課
の
滞
納
処
分
を
受
け
、
ま
た
は
受
け
る
恐
れ
が
あ
る
と
き
。

⑤
債
務
者
及
び
担
保
提
供
者
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
と
き
。

第
２０
条
（
サ
ー
ビ
ス
料
金
等
）

当
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
ま
た
は
当
社
が
承
認
し
て
い
る
広
告
媒
体
等
に
表
示
さ
れ
て

い
る
サ
ー
ビ
ス
内
容
に
基
づ
く
金
額
を
も
っ
て
サ
ー
ビ
ス
料
金
と
し
ま
す
。

２
　
原
則
と
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
前
月
末
日
ま
た
は
当
社
が
定
め
た
日
を
サ
ー
ビ

ス
料
の
支
払
期
限
と
し
ま
す
。

①
口
座
振
込
、
口
座
自
動
引
落
し
の
支
払
い
方
法
に
お
い
て
は
、３
ヶ
月
分
の
サ
ー
ビ

ス
料
の
お
支
払
い
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
継
続
払
い
に
お
い
て
も
３
ヵ
月
ご
と
の
ご
請

求
と
な
り
ま
す
。

②
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
も
し
く
は
こ
れ
に
準
じ
た
支
払
方
法
ま
た
は
当
社
が
承

認
し
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

第
２１
条
（
責
任
の
制
限
等
）

当
社
は
、
本
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
当
社
の
責
め
に
帰
す
べ
き

事
由
に
よ
り
そ
の
提
供
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
が
全
く
利
用
で
き

な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
当
社
が
知
っ
た
時
刻
か
ら
起
算
し
て
、
４８
時
間
以
上
そ
の

状
態
が
連
続
し
た
限
り
に
お
い
て
、当
該
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
者
の
損
害
を
１
ヶ
月
又
は

１
回
当
た
り
の
該
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
料
金
相
当
額
を
限
度
額
と
し
て
賠
償
し
ま
す
。

２
　
当
社
が
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
施
設
に
お
い
て
、施
設
の
欠
陥
等
に
よ
り
身
体
・

財
物
損
害
が
発
生
し
た
場
合
は
、
当
社
の
責
め
に
帰
す
べ
き
と
き
は
法
律
上
負
う
べ

き
損
害
を
賠
償
致
し
ま
す
。
但
し
、
収
容
品
に
関
す
る
損
害
に
つ
い
て
は
直
接
損
害

の
み
を
補
償
の
対
象
と
し
、
当
社
に
通
知
さ
れ
た
収
容
品
時
価
換
算
額
を
限
度
と
し

て
賠
償
い
た
し
ま
す（
間
接
損
害
は
補
償
の
対
象
外
）。

第
２２
条
（
契
約
者
の
賠
償
責
任
）

契
約
者
の
収
容
品
に
起
因
し
て
発
生
し
た
損
害
に
関
し
て
は
、
法
律
上
の
賠
償
責
任

を
負
担
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

２
　
当
社
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
に
あ
た
っ
て
生
じ
た
、契
約
者
の
責
め
に
帰
す
べ

き
い
か
な
る
損
害
に
対
し
て
も
、
契
約
者
は
誠
意
を
も
っ
て
自
ら
解
決
す
る
も
の
と

し
ま
す
。

第
２３
条
（
免
責
）

自
然
災
害
、
火
災
、
紛
争
、
戦
争
な
ど
の
当
社
の
管
理
範
囲
を
超
え
る
事
由
に
つ
き

本
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
な
か
っ
た
場
合
、そ
の
た
め
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、

当
社
は
一
切
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

①
自
然
災
害
、
火
災
、
盗
難
、
紛
失
、
紛
争
、
戦
争
等
に
よ
り
収
容
品
に
損
害
が
発

生
し
た
場
合
。

②
カ
ビ
、
サ
ビ
、
虫
害
、
寄
託
物
の
性
質
、
欠
陥
若
し
く
は
自
然
の
消
耗
又
は
荷
造

り
の
不
完
全
で
あ
っ
た
場
合
。

第
２４
条
（
契
約
者
の
鍵
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
カ
ー
ド
の
取
扱
に
つ
い
て
）

契
約
者
が
本
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
た
め
に
所
持
す
る
鍵
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
カ
ー
ド
・
Ｉ

Ｄ
に
お
い
て
、次
の
よ
う
な
行
為
等
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
損
害
を
被
っ
た
と
し
て
も
、

当
社
は
そ
の
損
害
を
賠
償
し
ま
せ
ん
。

①
鍵
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
カ
ー
ド
の
紛
失
ま
た
は
盗
難
、
第
三
者
に
よ
る
偽
造
。
第
三

者
に
よ
る
Ｉ
Ｄ
の
流
用
。

②
鍵
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
カ
ー
ド
の
破
損
。

③
鍵
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
カ
ー
ド
を
第
三
者
に
譲
渡
・
貸
与
・
質
入
す
る
こ
と
。

第
２５
条
（
鍵
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
カ
ー
ド
に
対
す
る
契
約
者
の
賠
償
義
務
）

契
約
者
は
、
本
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
た
め
に
当
社
か
ら
貸
与
さ
れ
る
鍵
・
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
カ
ー
ド
・
Ｉ
Ｄ
を
紛
失
も
し
く
は
盗
難
ま
た
は
破
損
、失
念
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、

各
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム
１
つ
に
付
き
、
金
５
，２
５０
円
（
税
込
）
を
お
支
払
い
た
だ

き
ま
す
。

第
２６
条
（
本
人
性
の
確
認
）

契
約
者
が
本
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
締
結
時
か
ら
、
利
用
継
続
期
間
に
お
い
て
、
又
契
約

を
解
除
す
る
時
も
含
め
て
、
契
約
内
容
に
何
ら
か
の
異
動
が
発
生
す
る
手
続
、
入
出

庫
手
続
き
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
当
社
は
次
の
各
号
に
定
め
る
事
項
の
い
ず
れ
か

に
つ
き
照
合
し
て
本
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
行
い
、
そ
の
確
認
手
続
き
の
実
施
を

以
っ
て
、
当
社
は
本
人
確
認
事
項
に
関
し
て
発
生
す
る
一
切
の
損
害
の
責
め
を
負
い

ま
せ
ん
。
尚
、
当
該
手
続
き
を
行
う
者
が
契
約
者
本
人
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

次
の
各
号
に
定
め
る
事
項
等
が
照
合
で
き
た
場
合
は
、
本
人
よ
り
権
限
が
与
え
ら
れ

て
い
る
も
の
と
み
な
し
ま
す
。

（
１
）　
契
約
締
結
時

①
個
人
の
場
合
は
、
住
民
票
、
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
等
本
人

を
確
認
で
き
る
書
類
の
提
出
（
コ
ピ
ー
含
む
）。
法
人
の
場
合
に
は
、
商
業
登
記
簿
謄

本
ま
た
は
抄
本
の
提
出
。

②
連
帯
保
証
人
を
必
要
と
当
社
が
判
断
し
た
場
合
に
は
、
当
社
が
必
要
と
認
め
る
前

号
と
同
様
の
書
類
の
提
出
。

（
２
）　
利
用
継
続
期
間
中

①
契
約
者
若
し
く
は
連
帯
保
証
人
の
各
氏
名

②
契
約
者
若
し
く
は
連
帯
保
証
人
の
各
住
所

③
契
約
者
若
し
く
は
連
帯
保
証
人
の
各
生
年
月
日

④
契
約
時
登
録
さ
れ
て
い
る
Ｉ
Ｄ
、
契
約
時
に
お
渡
し
し
た
鍵
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
カ

ー
ド
⑤
契
約
者
若
し
く
は
連
帯
保
証
人
の
運
転
免
許
証
等
、公
的
証
明
書
（
コ
ピ
ー
含
む
）

⑥
法
人
の
場
合
登
記
簿
謄
本
（
抄
本
）
及
び
印
鑑
証
明
書
ま
た
は
担
当
社
員
の
社
員

証 ２
　
契
約
者
が
前
項
に
定
め
る
本
人
確
認
に
応
じ
な
い
場
合
及
び
照
合
に
成
功
し
な
い

場
合
、
当
社
は
取
引
に
係
る
義
務
の
履
行
も
し
く
は
契
約
内
容
の
変
更
を
拒
む
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

第
２７
条
（
保
険
金
の
支
払
）

当
社
は
、
契
約
者
が
賃
借
さ
れ
て
い
る
サ
イ
ズ
毎
に
収
容
品
に
対
し
て
下
記
の
金
額

を
限
度
と
し
て
保
険
を
付
保
し
て
い
ま
す
。

１
M
　１
０
万
円
　　
２
M
　２
０
万
円
　　
１
S・
SS
・
S・
３
S　
１５
万
円
　　
１
L　
２５
万
円
　　
２
L　
５０
万
円

前
記
以
外
の
全
サ
イ
ズ
　１
００
万
円

２
　
こ
の
保
険
は
、
金
銭
、
有
価
証
券
、
設
計
図
書
、
帳
簿
、
図
面
等
、
骨
董
品
、
貴

重
品
、
商
品
、
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
等
に
対
し
て
は
保
険
金
が
支

払
わ
れ
ま
せ
ん
。

第
２８
条
（
契
約
者
の
義
務
）

契
約
者
及
び
連
帯
保
証
人
は
次
の
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

①
鍵
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
カ
ー
ド
・
Ｉ
Ｄ
は
責
任
を
も
っ
て
管
理
・
保
管
す
る
こ
と
。

②
第
２６
条
に
お
い
て
代
理
人
に
委
任
す
る
場
合
は
、
必
ず
委
任
状
を
作
成
し
提
示
す

る
こ
と
。

③
当
社
が
貸
与
す
る
施
設
等
に
関
し
て
、
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
利
用
し

通
常
の
利
用
方
法
以
外
の
利
用
は
し
な
い
こ
と
。

④
賃
借
料
等
本
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
料
金
の
支
払
は
、
契
約
時
ま
た
は
契
約
締
結
後

変
更
し
た
場
合
は
変
更
後
の
登
録
内
容
に
基
づ
い
て
支
払
を
行
う
こ
と
。

⑤
契
約
解
除
時
に
は
、
当
社
か
ら
貸
与
を
受
け
た
鍵
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
カ
ー
ド
・
Ｉ

Ｄ
は
返
却
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

第
２９
条
（
収
容
場
所
の
移
動
）

当
社
は
収
納
に
必
要
な
施
設
や
コ
ン
テ
ナ
等
に
空
き
が
無
い
と
き
、
そ
の
他
や
む
を

え
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
は
お
客
様
の
同
意
を
得
て
、
他
の
収
納
施
設
や
コ
ン
テ
ナ

等
に
お
客
様
の
お
荷
物
を
移
動
さ
せ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
但
し
、
同
意
を
求
め
る

い
と
ま
が
な
い
場
合
は
、
お
客
様
の
同
意
を
得
な
い
で
移
動
さ
せ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

第
３０
条
（
重
量
の
目
安
）

収
納
す
る
荷
物
の
目
安
重
量
は
３
Sサ
イ
ズ
３５
０
kg
、
SS

／１
S／
Sサ
イ
ズ
７０
０
kg
、
１
Lサ

イ
ズ
５０
０
kg
、
２
Lサ
イ
ズ
１０
００
kg
と
し
ま
す
。

第
３１
条
（
保
証
委
託
並
び
賃
料
管
理
）

当
社
が
必
要
と
認
め
る
場
合
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
金
の
管
理
を
第
三
者
機
関
に
委
託

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
保
証
委
託
契
約
を
第
三
者
機
関
と
締
結
し
て

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
尚
、
上
記
手
続
き
に
必
要
な
個
人
情
報
は
第
三
者
機

関
に
開
示
し
ま
す
。

２
　
当
社
は
、
支
払
期
日
を
経
過
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
社
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
料

金
等
を
支
払
わ
な
い
者
が
い
る
場
合
、
滞
納
料
金
回
収
の
目
的
で
、
第
三
者
機
関
に

対
し
、
料
金
滞
納
者
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
、
不
払
い
額
等
の
個
人
情
報
等
を

提
供
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

第
３２
条
（
約
款
の
掲
示
）

当
社
は
、
こ
の
約
款
（
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
変
更
後
の
約
款
）
を
当
社
W
EB
サ
イ

ト
（
U
R
L：
ht
tp：

／／
w
w
w
．p
riv
at
eb
ox
．j
pま
た
は
ht
tp：

／／
w
w
w
．d
ai
ly
－t
ru
nk
．c
om
）

に
お
い
て
掲
示
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

第
３３
条
（
付
則
）

こ
の
約
款
は
、
平
成
２０
年
１０
月
１
日
か
ら
実
施
い
た
し
ま
す
。



私は、「プライベートBOXサービス約款」を承認の上、利用申込をいたします。 西暦　　　　　年　　　月　　　日

ご契約者名

住 所

電 話 番 号

（お持ちの場合）
F A X 番 号

電話番号

名 称

住 所

連
帯
保
証
人

勤
務
先

利

用

内

容

住 所

電話番号

名 前

F A X 番 号

（携帯電話等）

E － m a i l

日中連絡用電話番号

※法人の方は必ずご記入下さい※法人の方は必ずご記入下さい

〒 都　道
府　県

市　郡
　区　

区　町
　村　 ※ビル・マンション名までご記入下さい

※ビル・マンション名までご記入下さい　村　
区　町都　道

府　県 　区　
市　郡〒

フリガナ

フリガナ

※ビル・マンション名までご記入下さい　村　
区　町都　道

府　県
〒

　区　
市　郡

日中連絡用電話番号
（携帯電話等）

ご契約者様
との関係

利用場所

利用期間

支払方法

タイプ１ タイプ２
個／部屋サイズ サイズ 個／部屋

収納品時価換算額西暦　　　　　年　　　月　　　日　～　西暦　　　　　年　　　月　　　日

□

□

□

「クレジットカード」によるお支払
　下記の「クレジットカード利用申込欄」にご記入いただいたクレジットカード会社の規約に従い、利用月毎のお支払となります。

会 社

名 義

番 号

有 効 期 限 月（month） 年（year）

担当者部課

ローマ字 漢字

※クレジットカード利用に関しては、上記記載のクレジットカード会社の規約を遵守いたします。
※上記クレジットカードは、私本人（申込者）の名義に間違いありません。

「預金口座自動引落」によるお支払
　下記及び「預金口座振替依頼書」に指定した口座から３ヶ月毎の２７日（休業日は翌営業日）に、３ヶ月分の契約金額が自動引落となります。

□VISA　　□MASTER　　□JCB　　□UC　　□DC　　□DINERS　　□AMEX

「口座振込」によるお支払
　３ヶ月毎に請求書を郵送致します。到着後月末までに弊社指定口座にお振込下さい。尚、振込手数料はお客様ご負担で御願いします。

重要事項の確認

× ×

弊社記入欄

京葉物流株式会社

（携帯電話からもご利用できます）
〒２７２－０００２　千葉県市川市二俣新町１９番地

TEL：０４７－３１８－８２１７　　FAX：０４７－３２８－１８０１
０１２０－０８８－０８７

印

印

②プライベートBOX賃貸借契約書（弊社控え）

暗 証 番 号

※契約金額等の管理は『保証会社　日本セーフティー㈱または第三者機関』に委託される事に同意します。

円／テナ
コン

印

※　入庫が確定次第、後日当社より「プライベートBOXご利用明細証③」を発行いたします。尚、１ヶ月を経ても届かない場合は、必ずご連絡ください。
※　本申込書兼契約書の発送日より１０日以内にご返送頂けない場合は、申込キャンセルとさせていただくこともございますので予めご了承下さい。

①　希望の拠点・サイズ・利用コンテナ数に基づいて利用申込したにもかかわらず、収容品　のサイズ・数量の都合上、追加コンテナが発生した場合

②　ご利用料金のお支払いを１ヶ月以上遅延または不履行した場合は、弊社がお客様の承諾なしに収容品を処分しても異議申立いたしません。
は異議なくこれに応じるか又はご自身の負担で追加分の収容品を引き取ることに同意します。

署名

③　私は商品・製品等を賃貸借スペースに収納した場合、万が一商品に何らかの損傷、ダメージ等が生じても理由の如何を問わず一切の損害
の請求及び第三者からなる請求（直接的、間接的問わず）を御社に求めません。

　別紙「預金口座振替依頼書」に記入ご提出していただく必要があります。初回費用はお振込みになります。

弊　社　連　絡　先

２００９．０６．５０



西暦　　　　　年　　　月　　　日

ご契約者名

住 所

電 話 番 号

（お持ちの場合）
F A X 番 号

電話番号

名 称

住 所

連
帯
保
証
人

勤
務
先

利

用

内

容

住 所

電話番号

名 前

F A X 番 号

（携帯電話等）

E － m a i l

日中連絡用電話番号

※法人の方は必ずご記入下さい※法人の方は必ずご記入下さい

〒 都　道
府　県

市　郡
　区　

区　町
　村　 ※ビル・マンション名までご記入下さい

※ビル・マンション名までご記入下さい　村　
区　町都　道

府　県 　区　
市　郡〒

フリガナ

フリガナ

※ビル・マンション名までご記入下さい　村　
区　町都　道

府　県
〒

　区　
市　郡

日中連絡用電話番号
（携帯電話等）

ご契約者様
との関係

支払方法

□

□

□

「クレジットカード」によるお支払
　下記の「クレジットカード利用申込欄」にご記入いただいたクレジットカード会社の規約に従い、利用月毎のお支払となります。

会 社

名 義

番 号

有 効 期 限 月（month） 年（year）

担当者部課

ローマ字 漢字

※クレジットカード利用に関しては、上記記載のクレジットカード会社の規約を遵守いたします。
※上記クレジットカードは、私本人（申込者）の名義に間違いありません。

「預金口座自動引落」によるお支払
　下記及び「預金口座振替依頼書」に指定した口座から３ヶ月毎の２７日（休業日は翌営業日）に、３ヶ月分の契約金額が自動引落となります。

□VISA　　□MASTER　　□JCB　　□UC　　□DC　　□DINERS　　□AMEX

「口座振込」によるお支払
　３ヶ月毎に請求書を郵送致します。到着後月末までに弊社指定口座にお振込下さい。尚、振込手数料はお客様ご負担で御願いします。

利
用
状
況

１
利用場所 利用サイズ トランクルーム番号 月額使用料

担当者印 弊社印

※印無きものは無効

※弊社記入欄

トランクルーム番号利用場所 利用サイズ 月額使用料

トランクルーム番号利用場所 利用サイズ 月額使用料

トランクルーム番号利用場所 利用サイズ 月額使用料

トランクルーム番号利用場所 利用サイズ 月額使用料

トランクルーム番号利用場所 利用サイズ 月額使用料

トランクルーム番号利用場所 利用サイズ 月額使用料

トランクルーム番号利用場所 利用サイズ 月額使用料

トランクルーム番号利用場所 利用サイズ 月額使用料

トランクルーム番号利用場所 利用サイズ 月額使用料

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

０１２０－０８８－０８７
TEL：０４７－３１８－８２１７　　FAX：０４７－３２８－１８０１

〒２７２－０００２　千葉県市川市二俣新町１９番地
京葉物流株式会社

（携帯電話からもご利用できます）

収納品時価換算額

プライベートBOXご利用明細証（弊社郵送分）③
※弊社検印後、再送付致します。

暗 証 番 号

※契約金額等の管理は『保証会社　日本セーフティー㈱または第三者機関』に委託される事に同意します。

円／テナ
コン

備考

　別紙「預金口座振替依頼書」に記入ご提出していただく必要があります。初回費用はお振込みになります。

情報保護の為、上下４桁の記載となります。

－ － ： 円

合　計　月　額　使　用　料

利　用　開　始　年　月　日

円

年 月 日

－ － ： 円

－ － ： 円

－ － ： 円

－ － ： 円

－ － ： 円

－ － ： 円

－ － ： 円

－ － ： 円

－ － ： 円

顧客コード

Ｃ



西暦　　　　　年　　　月　　　日

ご契約者名

（携帯電話等）
日中連絡用電話番号

※法人の方は必ずご記入下さい※法人の方は必ずご記入下さい

〒 都　道
府　県

市　郡
　区　

区　町
　村　 ※ビル・マンション名までご記入下さい

フリガナ 担当者部課

弊社記入欄

京葉物流株式会社

（携帯電話からもご利用できます）
〒２７２－０００２　千葉県市川市二俣新町１９番地

TEL：０４７－３１８－８２１７　　FAX：０４７－３２８－１８０１
０１２０－０８８－０８７

下記の内容でトランクルームサービスの解約を申し込みます。

登 録 住 所

登録電話番号

〒 都　道 市　郡 区　町
※ビル・マンション名までご記入下さい　村　　区　府　県

（携帯電話等）
日中連絡用電話番号

E － m a i l

住 所

電 話 番 号

F A X 番 号
（お持ちの場合）

解約予定日

人 名
名 義

支店名 口 座
番 号種 別

御 中

　 店本 　
支 　
出張所

（総合口座）
普通　・　当座

機関名
金 融

銀 行

信 用 金 庫

信 用 組 合

農業協同組合

利 用 場 所

解
約
ト
ラ
ン
ク
ル
ー
ム
番
号

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

フリガナ

番 号

フリガナ

人 名
名 義

通 帳通 帳
記 号

□

□

ご 返 金 先

「民間金融機関」へお振込みする

「郵便局」へお振込みする

１ ０

運

送

先

状

況

荷物の運送方法

西暦　　　　　年　　　　月　　　　日

□お客様ご自身で運送を行う　　　　　□弊社に運送を頼みたい（見積もりを取りたい）

※弊社に運送を頼みたい（見積もりを取りたい）をご選択いただいた場合は以下もご記入下さい。

住 所

引取人名

新築確認

前面道路

サービス

配達時間

区　町市　郡都　道〒
府　県 　区　 　村　 ※ビル・マンション名までご記入下さい

当日連絡先

駐 車 場□有　　□無 □有　　□無

□ 　□ 　□ 　□車２台が余裕ですれ違える 車１台が余裕で通れる 車１台がギリギリ通れる 車は通行出来ない

エレベーター

※サービスは別途料金が掛かります。

※指定を付けると料金が高くなる場合があります。

□家電製品の取付け希望（製品名：　　　　　　　　　　）　□開梱作業希望　

□新築である　　□新築ではない

□午前指定　　□午後１便指定　　□出来るだけ遅く　　□指定無し

印

プライベートBOX解約申込書（お客様控え）④

弊　社　連　絡　先

※引越等で登録住所等が変更になった場合、ご記入下さい。

●ご返金があるお客様は、ご返金先をご記入下さい。

※ご返金は解約日から概ね２週間程度いただいております。




